別紙
物件番号：2025-34-2　【兵庫県加東市】ニッサン アトラス　小型動力ポンプ積載車①　H18年式　走行2,215km
仕様内訳
	初年度登録年月
	平成18年11月

	自動車の種別
	普通

	用途
	特種

	自家用車・事業用の別
	自家用

	車体の形状
	消防車

	車名
	ニッサン

	型式
	TC－SH4F23

	乗車定員
	8人

	車両重量
	2,300kg

	車両総重量
	2,740kg

	車台番号
	H4F23－032488

	原動機の形式
	KA20

	長さ・幅・高さ
	510cm・169cm・237cm

	総排気量
	1.99L

	燃料の種類
	ガソリン

	前前軸重
	1,030kg

	後後軸重
	1,270kg

	自動車検査証有効期限
	令和9年1月7日

	ミッション
	マニュアル

	ハンドル
	右

	車体の色
	赤

	走行距離
	2,215km

	タイヤ
	スタッドレスタイヤ

	付属装備
	給水ホース


２　その他
[bookmark: _Hlk155510082](1)　この自動車は、ＮＯｘ・ＰＭ対策地域内に使用の本拠を置くことができません。
(2)　一次抹消登録の状態で引き渡しますので、自走する場合は自動車臨時運行許可書及び臨時
ナンバープレートが必要です。
(3)　引き取り及び名義変更等その他必要な費用については、全て落札者負担です。
(4)　車両は、赤色灯、無線アンテナ、赤色灯、小型動力ポンプの取り外しを行った状態での現状有姿の引渡しとします。
引渡し後、隠れたキズ及び不具合を発見しても本市は、一切責任を負いません。
(5)　本物品は令和７年４月から稼働していません。（バッテリー上がり等がある場合があります。）
上記の仕様やオークションサイトに掲載中の写真等は令和７年４月時点の状態となります。
別紙
物件番号：2025-34-3　【兵庫県加東市】ニッサン アトラス　小型動力ポンプ積載車②　H18年式　走行2,891km
仕様内訳
	初年度登録年月
	平成18年11月

	自動車の種別
	普通

	用途
	特種

	自家用車・事業用の別
	自家用

	車体の形状
	消防車

	車名
	ニッサン

	型式
	TC－SH4F23

	乗車定員
	8人

	車両重量
	2,300kg

	車両総重量
	2,740kg

	車台番号
	H4F23－032525

	原動機の形式
	KA20

	長さ・幅・高さ
	510cm・169cm・237cm

	総排気量
	1.99L

	燃料の種類
	ガソリン

	前前軸重
	1,030kg

	後後軸重
	1,270kg

	自動車検査証有効期限
	令和8年11月21日

	ミッション
	マニュアル

	ハンドル
	右

	車体の色
	赤

	走行距離
	2,891km

	タイヤ
	スタッドレスタイヤ

	付属装備
	給水ホース


２　その他
(1)　この自動車は、ＮＯｘ・ＰＭ対策地域内に使用の本拠を置くことができません。
(2)　一次抹消登録の状態で引き渡しますので、自走する場合は自動車臨時運行許可書及び臨時
ナンバープレートが必要です。
(3)　引き取り及び名義変更等その他必要な費用については、全て落札者負担です。
(4)　車両は、赤色灯、無線アンテナ、赤色灯、小型動力ポンプの取り外しを行った状態での現状有姿の引渡しとします。
引渡し後、隠れたキズ及び不具合を発見しても本市は、一切責任を負いません。
(5)　本物品は令和７年４月から稼働していません。（バッテリー上がり等ある場合があります。）
上記の仕様やオークションサイトに掲載中の写真等は令和７年４月時点の状態となります。
別紙
物件番号：2025-34-4　【兵庫県加東市】ニッサン アトラス　小型動力ポンプ積載車③　H18年式　走行2,383km
仕様内訳
	初年度登録年月
	平成18年11月

	自動車の種別
	普通

	用途
	特種

	自家用車・事業用の別
	自家用

	車体の形状
	消防車

	車名
	ニッサン

	型式
	TC－SH4F23

	乗車定員
	8人

	車両重量
	2,300kg

	車両総重量
	2,740kg

	車台番号
	H4F23－032530

	原動機の形式
	KA20

	長さ・幅・高さ
	510cm・169cm・237cm

	総排気量
	1.99L

	燃料の種類
	ガソリン

	前前軸重
	1,030kg

	後後軸重
	1,270kg

	自動車検査証有効期限
	令和8年11月29日

	ミッション
	マニュアル

	ハンドル
	右

	車体の色
	赤

	走行距離
	2,383km

	タイヤ
	スタッドレスタイヤ

	付属装備
	なし


２　その他
(1)　この自動車は、ＮＯｘ・ＰＭ対策地域内に使用の本拠を置くことができません。
(2)　一次抹消登録の状態で引き渡しますので、自走する場合は自動車臨時運行許可書及び臨時
ナンバープレートが必要です。
(3)　引き取り及び名義変更等その他必要な費用については、全て落札者負担です。
(4)　車両は、赤色灯、無線アンテナ、赤色灯、小型動力ポンプの取り外しを行った状態での現状有姿の引渡しとします。
引渡し後、隠れたキズ及び不具合を発見しても本市は、一切責任を負いません。
(5)　本物品は令和７年４月から稼働していません。（バッテリー上がり等ある場合があります。）
上記の仕様やオークションサイトに掲載中の写真等は令和７年４月時点の状態となります。
